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１　はじめに
　・「なぜ、法教育に取り組むのですか？」
　


２　小学校での法教育の取組
　・法教育とは

　・教員の法教育についての意識

　・学習指導要領上の位置付け
　　「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　総則編」付録６
　　法に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）

　・実践例
　　＜指導内容から＞
６年　　　社会　日本国憲法、裁判所・裁判員制度
　　３・４年　社会　社会生活を営む上で大切な法やきまり

　　＜子供の声から＞
　　２年　特別活動　クラスボールの使い方
５年　いじめ予防授業

　・学校現場における法教育の意義


３　法教育の充実に向けて・・・学校現場と法律実務家との連携
　・何を目指して、どの場面で、どのような指導をするか　→　教員の法教育マインドの充実

　・誰もが利用できる教材の開発と普及　→　教材・指導法の充実

　・法律実務家が授業に参加する体制づくり　→　参加・支援体制の充実

